
  山形県国土利用計画(第四次)素案の概要

少子高齢化を伴う
人口減少

郊外化の進展と中心
市街地の空洞化

   県土の管理水準の
 低下の危惧

 広域交通網の
 整備・進展

 気象の凶暴化と
 災害の多発化

  地球温暖化の進行

○高齢社会に対応した
 都市構造
○農山村部での土地管理
○地域コミュニティ維持

○拡大型から集約型へ
○まちの顔の活性化
 ・再生
○空き地・空き家の
 有効利用

○優良農地の保全・確保
○担い手の育成
○農山村地域での農地・林地
   の管理
○地域での創意工夫による管理

○高速道路の整備促進
○冬期間の交通の確保
○社会資本整備に合わ
 せた地域づくり
○交流・連携の強化

○災害に強いまちづくり
○農地・森林の多面的機能
 の確保
○つくるから「使い続ける」へ

○環境負荷の少ない
 土地利用
○自動車への過度な依存
の
   軽減

県土利用をめぐる基本的条件の変化

検  討  課  題

地 域 別 の 概 要
《村山地域》
 都市的利便性を享受でき、農村環境や自然
環境をも大切に活かしていく 「都市と農村が
共鳴しあい、様々な県民活動が展開される新
たな田園都市圏の形成」を目指す

《最上地域》
 主産業である農業を活かしつつ、厚みのあ
る産業づくりと互助・共助に根ざした「生涯い
きいきと豊かなライフスタイルが実現できる地
域の形成」を目指す

《置賜地域》
 当地域の伝統・文化・風土・環境・産業を活
かした「伝統・文化が実を結び、人々が支え合
い輝き、力強い産業が根を張る魅力ある地域
の形成」を目指す

《庄内地域》
 自然を敬い、公益の心を大事にし、創意工夫
を凝らしながら仕事に取り組むという庄内の姿
を守りながら、「海・山・平野と歴史が育んだ文
化・産業と新たな胎動が融合した新しい地域
モデルの創造」を目指す

必 要 な 措 置 の 概 要

                           ◇公共の福祉の優先                                     ◇県土利用の質的向上の展開                                                                   ◇県土利用の総合的マネジメントの推進

 

《農地》                                         （基準年次：平成19年 目標年次：平成31年）
 ・面積は減少が続いているが、減少傾向は鈍化
 ・農地転用の鈍化により、今後も減少傾向が鈍化   H19： 1,241ｋ㎡→H31： 1,171ｋ㎡
 
 《森林》
 ・面積は現状程度で維持
 ・多様な主体による適正な保全・管理          H19： 6,690ｋ㎡→H31： 6,690ｋ㎡
 
 《住宅地》
 ・面積の増加傾向は近年鈍化。
 ・市街化圧力の低下、住宅地需要の低下により、今後も増加傾向は鈍化
                                  H19： 170ｋ㎡→H31： 175ｋ㎡
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利用区分別の規模の目標

            地域力を生み育てる県土利用  安全・安心を確保する県土利用   循環と共生を重視した県土利用     美しさを育てる県土利
用

                                             県 土 利 用 の 基 本 方 針

○付加価値の高い農林水産物・製品・サービスの提
供
○都市・農山漁村の活性化
○高速道路の整備促進
○冬期間の交通の確保
○交流・連携型地域づくり
○既設社会資本有効活用
○まちの顔の活性化・再生

○行政の責務と県土基盤継承
○農地及び森林の保全
○防災対策事業の実施
○災害につよいまちづくり
○つくるから「使いつづける」へ

○低炭素社会の形成
○環境負荷の低減
○地域循環システム
○農地・森林等の保全

○次代への継承
○協働で育てる
○地域づくり・まちづくりと一体と
 なった景観づくり

     県 土 利 用 の 総 合 的 マ ネ ジ メ ン ト
     ◆ 県 民 参 画 ・ 県 民 と の 協 働 ◆

持 続 可 能 な 県 土 の 形 成
《拡大型の土地利用から集約型の土地利用へ》

     基   本   目   標

地域類型別の基本方向
  《都市》
 ・低炭素型・集約型の都市構造
 ・災害や雪に強い都市
 ・美しく良好なまちなみ景観の形成

 《農山漁村》
 ・優良農用地・森林・沿岸域の保全
 ・田園風景と一体となった農山漁村景観の保全
 ・地域産業の振興、地域資源を活かした産業化

 《自然維持地域》
 ・野生生物の生息・生育空間の適切な配置や連続性の確保
 ・里山などの身近な森林の自然とのふれあいの場としての利活用

利用区分別の基本方向

 ・農用地の確保と整備、「食料供給県山形」の確立
 ・多様で健全な森林の整備・保全
 ・地域間の交流・連携を促進する交通ネットワークの整備
 ・大規模集客施設の適正立地

横断的な観点
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・国土利用計画法等の適切な運用
・土地利用転換の適正化
・多様な主体の参画・連携・協働による県土利用の展開
・生活圏を考慮した広域機能分担の検討
・県土に関する調査の推進及び成果の普及啓発、指標の活用

・地域資源の活用や社会資本の整備を契機とした交流・連携型の地域づくり
・県土の保全、環境保全に大きな役割を持つ森林や農用地の多面的機能の維持
・眺望景観資産等を活用した地域づくり・まちづくり
・低未利用地の積極的な再利用や耕作放棄地の活用促進等県土の有効利用の促進

資料１


